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令和 7 年保険業法改正の概要 

 

執筆者：弁護士 長谷川俊樹 

 

1. はじめに 

令和7年5月30日、保険業法の一部を改正する法律（令和7年法律第54号）（以下「保険業法改正法」

といいます。）によって保険業法が改正され、①特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する

体制整備義務の創設、②保険会社等に対する顧客の利益保護のための体制整備義務の強化、③保険

会社等による契約者およびその関係者への過度な便宜供与や優遇措置の禁止に関する改正がなされ

ました。保険業法改正法は、公布日である令和7年6月6日から1年以内に施行されます。 

そこで、本稿では、本改正の経緯や内容等について解説します。 

 

2. 改正の趣旨及び背景 

2021年から2023年にかけて、以下の事案を含む主要な日本の損害保険会社を巡る重大な不祥事が

相次ぎ、業界のみならず社会全体に大きな衝撃を与えました。 

保険金不正請求事案：保険代理店・自動車販売業者・自動車修理業者として事業を行う企業が、不

正な修理行為を行い、過大な保険金請求を提出することで、大手損害保険会社およびその顧客に損

害を与えた事案。 

保険料調整（カルテルの疑い）事案：大手損害保険会社が、企業顧客向けの共同保険スキームにお

いて、幹事会社の選定や市場シェアの調整に関連し、入札前に保険料を調整した可能性があり、独占

禁止法違反の疑いがある事案。 
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これらの事案を受け、金融庁（FSA）および財務局は、行政処分を含む一連の行政対応を行った上、

2024年に専門家会合や金融審議会を通じて、業界慣行や市場環境、再発防止に向けた法制・監督・

業界の取り組みに関する論点を検討しました。 

今回の保険業法（IBA）の改正は、これらの議論を踏まえて実施された規制改正の一部です。 

 

3. 改正の内容 

(1) 特定大規模乗合損害保険代理店の体制整備義務の創設 

１． 特定大規模乗合損害保険代理店の体制整備義務の概要 

損害保険代理店のうち、規模が大きい乗合形態の代理店を特定大規模乗合損害保険代理店と

定義し、この定義に該当する損害保険代理店に対して、顧客保護の観点から体制整備義務を負

わせる改正です。 

２．改正の内容 

まず、保険業法改正法による改正後の保険業法（以下、「改正法」といいます。）294条の4

柱書にて、特定大規模乗合損害保険代理店の定義について、特定大規模乗合損害保険代理店と

は、損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人であって各事業年度におけ

る所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が一定

額以上である等の要件を満たすものとしています。損害保険代理店が特定大規模乗合損害保険

代理店に該当することとなる対価の額及びこれ以外の要件は、今後内閣府令で具体的に定めら

れることとされています。 

また改正法では、兼業特定保険募集人という概念を導入しており、兼業特定保険募集人とは、

特定保険募集人（保険業法276条）のうち、特定の保険募集の業務（改正法294条の3第1項）以

外の業務を行う者をいうとされています（同100条の2の2第2項）。ここでいう保険募集の業務

以外の業務とは、業務の対価に所属保険会社等から保険契約に基づき支払われる保険金が充て

られる業務であって当該保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務に限られ、具体

的な内容は、今後内閣府令で定められることとされています。 

そして、特定大規模乗合損害保険代理店に対し、以下の5つの措置を行う義務を負わせるこ

ととしています。下記改正により、特定大規模乗合損害保険代理店は、社内の管理体制をより

厳格化することを求められています。 
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① 法令等遵守責任者の設置： 

保険募集の業務を行う営業所又は事業所ごとに、当該営業所又は事務所において保険

募集の業務を行う役員又は使用人に対し、法令等を遵守して保険募集の業務を実施す

るため必要な助言又は指導を行う者（法令等遵守責任者）を設置 

 

② 法令等遵守責任者を指揮・助言等を行う者の設置： 

本店又は主たる事務所に、法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大規模乗合損

害保険代理店の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集の業

務を実施するため必要な助言または指導を行うものを設置 

 

③ 苦情受付・処理のための体制の確保： 

保険募集の業務にかかる苦情を受け付けるための体制の整備、当該苦情の処理に関す

る記録を作成しこれを保存する事その他の保険募集の業務にかかる苦情の適切かつ迅

速な処理を確保するために必要な措置 

 

④ 兼業特定保険募集人に関する顧客保護の実施： 

兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店については、(i)保険募集業

務以外の業務が保険金の支払いに不当な影響を及ぼさないよう適切に監視することや、

その他の保険募集業務以外の業務により保険関連業務の顧客の利益が不当に害される

ことを防止するために必要な措置、および(ii)保険募集業務以外の業務にかかる苦情を

受け付けるための体制整備、苦情処理に関する記録の作成・保存、その他の保険募集

業務以外の業務に関する苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置 

 

⑤ その他内閣府令で定める措置 

３． その他 

金融庁によると、生命保険代理店については、政令において上記と同様の措置を規定する予

定とのことです。 

(2) 保険会社等に対する顧客の利益保護のための体制整備義務の強化 

１． 改正の内容 

保険会社については従前より顧客保護のための体制整備義務が課せられていましたが、兼業

特定保険募集人に対する規制が設けられたことと併せて保険会社の体制整備義務の対象とな
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る顧客の定義が以下の通り変更になりました（改正法100条の2の2第1項）。これにより、兼業

特定保険募集人の管理体制が厳格化されることになりました。 

改正前 改正後 

当該保険会社又はその子金融機関等が行う

業務に係る顧客 

当該保険会社、当該兼業特定保険募集人又は

当該子金融機関等が行う保険関連業務に係

る顧客 

 

２． 外国保険会社・保険持株会社について 

外国保険会社、保険持株会社についても、同様に自身又は子会社を所属保険会社等とする兼

業特定保険募集人の顧客が体制整備義務の対象となる顧客に追加されました（改正法193条の

2第1項・271条の21の3第1項）。 

(3) 保険会社等による契約者およびその関係者への過度な便宜供与や優遇措置の禁止 

１． 改正の内容 

改正法300条、301条に、保険会社・外国保険会社等の禁止行為が以下の通り追加されました。 

項目 改正前 改正後 

顧客への利益の供与行為

（300条第5号） 

保険契約者又は被保険者に対

して、保険料の割引、割戻し

その他特別の利益の提供を約

し、又は提供する行為 

保険契約者若しくは被保険者

又はこれらの者と内閣府令で

定める密接な関係を有する者

に対して、保険料の割引又は

割戻し、物品の購入、役務の

提供その他の取引であって取

引上の社会通念に照らし相当

であると認められないものそ

の他特別の利益の提供を約

し、又は提供する行為 

特定関係者（法100条の3）へ

の利益供与（301条第1号） 

特定関係者を保険者とする保

険契約の保険契約者又は被保

険者に対して、特別の利益の

提供を約し、又は提供する行

為 

特定関係者を保険者とする保

険契約の保険契約者若しくは

被保険者又はこれらの者と内

閣府令で定める密接な関係を

有する者に対して、特別の利
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益の提供を約し、又は提供す

る行為 

特定関係者との間の保険募

集の公正を害するおそれの

ある行為（301条第2号） 

特定関係者との間又は特定関

係者を保険者とする保険契約

の保険契約者若しくは被保険

者との間で行う行為又は取引

のうち、前号に掲げるものに

準ずる行為又は取引で、保険

募集の公正を害するおそれの

あるものとして内閣府令で定

める行為又は取引 

特定関係者との間又は特定関

係者を保険者とする保険契約

の保険契約者若しくは被保険

者若しくはこれらの者と内閣

府令で定める密接な関係を有

する者との間で行う行為又は

取引のうち、前号に掲げるも

のに準ずる行為又は取引で、

保険募集の公正を害するおそ

れのあるものとして内閣府令

で定める行為又は取引 

 

 

4. 今後の注意点 

以上のように、今回の改正法は一部の損害保険代理店への社内体制構築義務の新設、保険会社の

顧客管理体制の強化、禁止される利益供与等の範囲と対象相手の拡大など、コンプライアンス管理

体制の強化を目的とするものです。本改正の施行に向けて、ぜひ内容をご一読いただき、体制整備

を行う一助となりましたら幸いです。 

以上 

 

参考URL 

・金融庁「第217回国会における金融庁関連法律案」 

https://www.fsa.go.jp/common/diet/217/index.html 
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